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成長に向けて2010 

日本語要約 

o 世界は現在、大恐慌以来最悪の金融危機の余波に直面している。『成長に向けて2010

』は、危機に対応して講じられている構造改革対策について検討するとともに、長期

的な経済成長に及ぼし得る影響を評価し、回復の強化に必要とされる最も重要な改革

を特定している。さらに、過去5年間にOECD加盟国で実施されてきた、雇用と労働生

産性を押し上げるための政策課題についてグローバルな評価も行っている。改革分野

には、教育制度、製品市場規制、農業政策、租税・給付制度、保健医療、労働市場政

策などが含まれる。 

o 本報告書で掲示されている国際的に比較可能な指標により、各国は幅広い分野におけ

る自国の経済パフォーマンスと構造改革を評価することができる。 

o さらに、本年度版には、世代間の社会的流動性、銀行業における慎重な規制と競争、

ブラジル、中国、インド、インドネシア、南アフリカにおける主要な政策課題につい

て分析した3つの章も含まれている。 

 

 

OECD諸国は、大恐慌以来最も深刻な景気後退（リセッション）をもたらした大型の金融危機を経

験した。各国の政府と中央銀行は迅速に金融システムを救済する先例のない措置を講じたが、幅

広い政策措置の実施により、総じて、徐々に回復に向かう土台が整ったように思われる。 

回復が確固たるものになれば、危機に対応して採られた迅速な措置について、今後の持続可能な

成長の下支えに役立つものかどうか評価することが必要となる。昨年版では、短期的に需要を下

支えすると同時に、堅調な長期的成長の確保に貢献し得る政策のための原則が明示された。冒頭

の章（第1章「危機への対応」）では全OECD諸国の実際の政策対応を詳細に検討している。以下

の3つの主要な結論が導き出されている。 

o OECD諸国はこれまでのところ、厳格な保護主義措置の発動や、早期退職制度のような極め

てダメージの大きい労働市場政策など、過去の危機時に間々見られた大きな構造政策上の

過ちを回避してきている。また、研究開発、インフラ、労働税、積極的労働市場政策など

の分野で、危機が物質的な生活水準や福祉面に及ぼす長期的なダメージを封じ込めること

に役立つその他の措置も採られている。 
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o しかし、今後を展望すると、大きなリスクも残っている。失業率は当面、高止まりする可

能性が大きいだけに、各国政府は、労働市場措置の維持や導入の圧力に直面するだろうが

、これらの措置は長期化すると労働力利用を持続的に削減することになりかねない。また

、租税や支出における調整の程度や構成によっては、大いに求められている財政の健全化

が長期的な所得水準に悪影響を及ぼす可能性もある。 

o 構造改革の緊急性は危機によって総じて増幅されている。金融規制を刷新する必要性につ

いては特にそうである。労働・製品市場など他の分野でも、改革は必要とされている。改

革により、長期的成長を守り、場合によっては、経常収支不均衡の縮小にも寄与するよう

な方法で、回復を早め、財政の健全化を助けることができるだろう。 

危機を受けて改革の必要性が強まっている状況を背景に、改革の概観（第2章）では、政府の行動

が長期的な成長を押し上げることができる広範な構造改革分野における各国の過去5年間の進展を

評価している。本年版の国別報告（第3章）では、回復局面で取り組むべき、最も緊急性が高いと

思われる優先課題についても取り上げている。危機が深刻で長期化しているにもかかわらず、1人

当たりGDPの差は余り変わっていないが、この差は主に、『成長に向けて』で優先的構造改革課

題が特定される際の基礎になっている構造改革要因によって説明することができる。2005～2009

年に行われた包括的な調査から浮かび上がった主な改革パターンは以下のとおりである。 

o OECD諸国は2005年以降、『成長に向けて』における優先的政策課題に継続的に取り組んで

いる。OECD諸国の3分の2は毎年、少なくとも優先分野の一つで何らかの立法措置を講じて

いる。 

o 同時に、改革は普通、抜本的なものというより漸進型のものであり、大半の改革は『成長

に向けて』の優先課題をから取り除くことができるほど大胆なものではない。さらに、構

造改革のペースも近年鈍ってきているように思われる。 

o 2005年以降、構造改革に最も積極的に取り組んでいる国は、地理的にも規模的にも所得水

準的にも、全くまちまちであるが、その大多数はOECD加盟の小国である。 

o 本章で検討されている過去の改革に関する経験則によれば、改革は、利益のみをもたらし

、短期的なコストはほとんど、あるいは全く伴わない場合ほど実施しやすく、既存の投資

家や農家、労働市場の「部内関係者」など、特定集団の短期的利益を害する可能性がある

場合ほど実施は難しくなる。 

本年版の『成長に向けて』には、世代間の社会的流動性、銀行業の慎重な規制と競争、さらに、

『成長に向けて』の手順をブラジル、中国、インド、インドネシア、南アフリカに適用したケー

スに関する特別な章も含まれている。 

世代間の社会的流動性に関する章（第5章「家庭の問題」）では、どうすれば政策改革によって社

会的流動性への障害を除去し、万人の機会平等を促進することができるのかについて検討されて

いる。このような改革は、適材適所を促進することによって、公平性を強めることにも経済成長

を高めることにもつながる。以下の主要な結論は、世代間の社会的流動性における近年の各国共

通のパターンとその公共政策との繋がりに関する分析から導き出されたものである。 

o 親の社会経済的バックグラウンドはデータを入手可能なほぼ全ての国で子供の学歴や所得

、賃金に影響を及ぼしているが、各国間の差は大きい。父親と息子の二世代間の所得移動

はフランス、イタリア、英国、米国で特に低く、北欧諸国、オーストラリア、カナダでは
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もっと高い。 

o 高学歴家庭で育ったことに伴う賃金プレミアムと低学歴家庭で育った場合に対応した不利

も、欧州のOECD諸国間でまちまちである。こうした格差が特に大きいのは南欧諸国と英国

である。 

o 親の社会経済的地位が中等教育における生徒の成績に及ぼす影響は、ベルギー、フランス

、米国で特に強く、一部の北欧諸国やカナダ、韓国ではもっと弱い。 

o 中等教育における格差は、高等教育における格差やその後の賃金格差へと移っていく可能

性が高い。 

幼児教育や学校における社会的混交（social 

mixity）の促進や早期の能力別クラス編成の回避といった教育政策が、各国間に見られた世代間の

社会的流動性に関する差異を説明する上で主要な役割を果たすことが分かっている。再分配・所

得支援政策も世代間の社会的流動性を大きくすることにつながる。 

銀行業の慎重な規制と競争に関する章（第6章「正確に理解する」）は、金融セクターにあると考

えられる安定と競争のトレードオフ関係について探っている。最近の金融危機は銀行セクターが

安定していることの重要性を如実に物語っているが、競争の潜在的な利点についても幅広く認め

られている。慎重な規制の強化に向けた現在の提案や措置においては、安定に対してばかりでな

く、幅広く認められている、金融市場の競争から得られる恩恵の保護に対しても注意を払う必要

がある。主要な結論は以下のとおりである。 

o 銀行業の慎重な規制に関する指標と競争を測る簡略な尺度の関係を見る限り、慎重な規制

が競争の強さに悪影響を及ぼすことはない。したがって、金融セクターの安定と競争目標

の間に一般的なトレードオフ関係は存在しないといえよう。 

o 慎重な規制の一部の分野、特に銀行監督者の力は銀行業における競争の拡大をもたらして

いるように思われる。これはおそらく、強力な監督が全競争者間の平等な競争条件の確保

に寄与するためである。 

o 慎重な規制を強化する措置が競争の低下につながると思われるのは、参入規制や所有規制

など、ごく少数の特殊な分野のみである。 

o 慎重な規制が銀行業の競争にどのような影響を及ぼすかは監督の強さにかかっているよう

に思われる。例えば、強力な監督は厳格な参入・所有規制の競争阻害的影響を緩和してい

るように思われる。 

最終章（第7章）では、OECD『成長に向けて』の枠組みを、それぞれの地域で最大の経済規模を

有するブラジル、中国、インド、インドネシア、南アフリカ――本章ではまとめて「BIICS」と呼

んでいる――に適用している。本章は、これらの国々がいかにして高い成長率を達成ないし持続

し、長期的にOECD圏並みの生活水準に追いついていくかを重点的に取り上げている。本章の分析

によれば、BIICSが継続的に改革に取り組んでいる共通の分野がたくさんある。 

o 教育アクセスの急速な改善により、若年層の中等学校進学率はOECD諸国並みになっている

（ただし、インドはやや低い）が、これは向こう数10年にわたり生産性の伸びを持続して

いく上で朗報である。これに対し、製品市場規制の大半の側面は、BIICSの場合、OECD諸

国の上位半数に比べると、競争をもたらしていない。 

o 大半のBIICSに大規模な非正規セクターが残存していること、また、南アフリカの労働力利
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用が極端に低いことは、正規セクターの雇用促進に重点を置く多面的戦略を正当化するも

のである。この点における重要な政策改革には、人的資本と労働市場の柔軟性強化、税制

の簡素化、煩雑な製品市場規制の削減などが含まれる。 

o BIICS、特に中国とインドネシアでは財産権と法制度を強化することができる。この2カ国

とブラジルでは政策執行の枠組みを強化する余地もある。 

o BIICSは、OECD諸国の上位半数に比べると、一般に金融市場に厚みが欠けている。これは

、金融の経済全体への取り込みの程度が低く、金融仲介の役割もより限定的であることを

意味する。規制の改善など、金融の深化を狙いにした政策を実施すれば、企業規模、資本

の蓄積、生産性を押し上げることができるだろう。 

『成長に向けて』の枠組みをBIICSに適用することはOECD諸国の場合より難しい。現時点ではこ

れらの国の全てについて政策・パフォーマンス指標を全て入手できないからである。さらに、一

部のOECD諸国との差が大きいので、BIICSを『成長に向けて』に取り込むと対象国の非同質性も

高まることになる。それでも、今回の取り組みは『成長に向けて』の枠組みの柔軟性と強さをよ

く示しており、将来的に新しい国々を『成長に向けて』に完全に取り込んでいく一環としてこの

枠組みを一層洗練させていく方針である。 
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